
令和４年２月

埼玉県　志木市　防災危機管理課

作ってみよう！
マイ・タイムラインについて 



マイ・タイムラインとは、
　 皆さん一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）で、台風などの

接近による大雨によって、河川の水位が上昇する時に、自分自身が
どのように行動するかをあらかじめ整理しておくものです。

　● あくまで行動の目安として認識する。
　● 気象警報や避難情報等をこまめに収集・確認する。
　● 収集・確認した情報をもとに、マイ・タイムラインを
　　 参考にして、臨機応変に防災行動の実行を判断する。　　

１　マイ・タイムラインについて

洪水はマイ・タイムラインで想定したとおりに進行するとは限りません！

１



１　マイ・タイムラインについて

○ 志木市は３本の川（荒川・新河岸川・柳瀬川）が流れており、自然に恵まれている反面、水害が多々発生している場所である

○ 志木市洪水ハザードマップ（荒川）では、市内の半分が浸水してしまう現状

▲令和元年東日本台風被害状況

令和元年東日本台風時でも、道路冠水等の
被害が発生していた。
だからマイ･タイムラインは必要！！
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　　　２　マイ・タイムラインの様式について

ホームページに掲載をしていま
すので、ご自由に印刷してご利
用ください。
令和２年度から作成をしている
地区別防災ガイドブックについ
ても記載をするページを設けて
いますので、ご活用ください。
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志木市ＨＰリンク
https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,103
444,164,642,html?20210219180408897



　３　マイ・タイムラインの作成方法について
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マイ・タイムライン



　　３　マイタイムラインの作成方法について

【台風襲来３日前から１日前にかけて】
テレビをはじめ、気象情報の確認を
する。
ハザードマップなどによる避難所や
避難経路の確認。
防災グッズの準備などをお願いしま
す。
志木市ではメール配信サービスで情
報を周知啓発していますので、ぜひ
ご利用ください。
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メール配信サービス
のＱＲコード→



　３　マイ・タイムラインの作成方法について

【高齢者等避難開始が発令された場合】
避難に時間を要する方、避難を開始し
てください。
高齢の方、障がいのある方、乳幼児な
どとその支援者は避難を開始しましょ
う。
大雨や河川の状況の確認。
志木市では、河川監視カメラを導入し
ているので、そちらもご確認ください。

河川監視カメラの
　　  映像の様子→
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　３　マイ・タイムラインの作成方法について

【避難指示が発令された場合】
避難場所への避難が危険な場合は、「近くの
安全な場所」か「自宅内のより安全な場所」
へ避難しましょう。

志木市では避難所混
雑状況等が分かるシ
ステムを導入してい
ますので、そちらも
ご確認ください。

↑ＱＲコード
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　３　マイ・タイムラインの作成方法について

【緊急安全確保が発令された場合】
既に安全な避難ができず、命が危険な状態で
す。
警戒レベル５：緊急安全確保の発令を待って
はいけません！

志木市からの情報は防災行政無線等で情報を
周知しておりますが、雨風が強い場合は、放
送の音が聞こえない場合があります。そんな
時は防災行政無線テレホンサービスをご活用
ください。

【防災行政無線テレホンサービス番号】
０８００－８００－０３１８
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　４　マイ・タイムラインの作成例について
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マイ・タイムライン作成例（高齢者世帯）マイ・タイムライン作成例（一般）



　４　マイ・タイムラインの作成例について
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マイ・タイムライン作成例（小学生）マイ・タイムライン作成例（乳幼児がいる世帯）
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○ここまでマイ・タイムラインについて、ご説明いたしましたが、マ
イ・タイムラインを作成したからと言っても、必ず自分自身が助かる
ものではありません。

○台風等が襲来するおそれがある場合において、自分自身で何ができる
か、何を準備できるかというのを理解していただくことが、マイ・タ
イムライン作成における最大のポイントです。

○この機会にマイ・タイムラインの作成をしていただき、いざという時
のために備えて頂ければと思います。



ご清聴ありがとうございました！ 

 （問合せ） 埼玉県志木市役所
　　　　　　 総務部　防災危機管理課　　
TEL：048-473-1111（代表）
Mail：bousai@city.shiki.lg.jp


